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現指定管理者が現在実施している利用者サービス 

現在、市と現指定管理者との協議により実施している利用者サービスは以下のとおりである。 

l トレーニングジムの利用時間の拡大 
条例上の利用時間を下表のとおり拡大している。 

l トレーニングジムの利用料金の引下げ 
条例上の使用料に対して、利用料金を下表のとおり引き下げている。 

※ 上記は市内利用者の額。市外利用者はそれぞれ 5 割増し。 
  高校生の利用料金は上記金額の半額。 

l トレーニングマシンの追加設置 
現指定管理者の費用によるマシンを各 1 台づつ設置している。 
ベントレッグアブドミナル、フライ、チェストプレス、レッグプレス、ラットプルダウン 

l キッズプレイルーム利用者への駐車場（第 1～第 3）の割引き 
条例等に定めのないキッズプレイルーム利用者への駐車場料金の割引きについて、下表のと
おり実施している。ただし、新型コロナウイルスの影響で 1 時間までの利用に制限していた
ため、令和 2 年度から令和 5 年度は未実施。 

l 駐車場（第 1～第 3）の利用料金の引下げ 
条例上の使用料に対して、利用料金を下表のとおり引き下げている。 

 

 条例 現行
 午前 9 時～午後 9 時 午前 8 時 30 分～午後 10 時

 条例 現行
 一般利用 500 円/回 400 円/回
 回数券（11 回利用分） 5,000 円 4,000 円
 1 か月フリーパス 1 人につき 5,000 円 1 人につき 4,000 円

 利用時間 駐車場割引額
 2 時間 200 円（200 円券を 1 枚）
 3 時間以上 400 円（200 円券を 2 枚）

 条例 現行
 1 台あたり 250 円/h 入庫 3 時間まで 

1 台あたり 200 円/h 
（入庫後 30 分の無料時間帯除く）



 

l 駐車場（第 2、第 3）の利用料金の上限設定 
条例等に定めのない駐車場料金の上限設定について、下表のとおり実施している。 

 駐車場 入庫後 24 時間以内の最大料金
 第 2 駐車場 600 円
 第 3 駐車場 900 円


